
 

 

2026 年 3 月 30 日 

株式会社 鹿児島銀行 

 

「かぎん相続専用定期特別プラン」の実施について 

 

 鹿児島銀行（頭取 郡山明久）は、「かぎん相続専用定期特別プラン」（以下、「特別プラン」とい

う）を下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。 

 本特別プランは、1 年以内に相続されたご資金を、定期預金にお預け入れされたお客さまに、鹿

児島の特産品をお届けするプランです。 

 

記 

 

１．特別プラン概要 

名 称  かぎん相続専用定期特別プラン 

期 間 2026 年 4 月 1 日（水）～2027 年 3 月 31 日（水） 

対 象 者 
金融機関（当行以外の金融機関を含む）での相続手続き完了後 1 年以内に、

相続金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま 

対 象 店 舗  全店の窓口（ネット支店除く） 

対 象 商 品  大口定期 

預 入 期 間  2 年 

金 利  店頭表示金利 

預 入 金 額  1,000 万円以上（相続金受取額を上限とさせていただきます） 

品     物 

初回満期までに計 2 回（年に 1 回）、品物（黒毛和牛・うなぎ）をお届けし 

ます。 

※詳細は別添の特別プランチラシをご確認ください 

 

以 上 

 

 【本件に関するお問い合わせ先】 

鹿児島銀行 営業統括部 営業統括グループ 

TEL：099-239-9713（ダイヤルイン） 






